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告 示■

◎群馬県告示第２３３号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の２第３項の規定により、次のとおり軽油引取税

に係る特約業者の指定を取り消した。

平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 特約業者の名称及び代表者の氏名 株式会社マルヤ 代表取締役 角田光枝

２ 主たる事務所又は事業所の所在地 前橋市城東町３－５－３

３ 特約業者の指定の取消年月日 平成２２年５月３１日

◎群馬県告示第２３４号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の２第３項の規定により、次のとおり軽油引取税

に係る特約業者の指定を取り消した。

平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 特約業者の名称及び代表者の氏名 株式会社ペトロスター関東 代表取締役 小樋義明

２ 主たる事務所又は事業所の所在地 前橋市文京町２－３－３

３ 特約業者の指定の取消年月日 平成２２年６月３０日

◎群馬県告示第２３５号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 定期検査を行う区域 みどり市及び桐生市

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

平成２２年９月６日 午前１０時～正午 みどり市東町商工会館

平成２２年９月７日 午前１０時～午後３時 みどり市笠懸町商工会館

平成２２年９月９日 午前１０時～午後３時 みどり市厚生会館

平成２２年９月１０日 午前１０時～午後３時 桐生市黒保根支所

平成２２年９月１３日 午前１０時～午後３時 桐生市新里商工会
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平成２２年９月１４日 午前１０時～午後３時 桐生市東公民館

平成２２年９月１６日 午前１０時～午後３時 桐生市相生公民館

午前１０時～正午 桐生市梅田公民館
平成２２年９月１７日

午後１時３０分～午後３時３０分 桐生市境野公民館

平成２２年９月２１日 午前１０時～午後３時 桐生市西公民館

平成２２年９月２２日 午前１０時～午後３時 桐生市南公民館

平成２２年９月２７日 午前１０時～午後３時 桐生市北公民館

平成２２年９月２９日 午前１０時～午後３時 桐生市広沢公民館

平成２２年９月３０日 午前１０時～午後３時 桐生市役所

平成２２年１０月７日 午前１０時～午後３時 桐生市役所

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 社団法人群馬県計量協会

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化部ＮＰ

Ｏ・ボランティア推進課において縦覧に供する。

平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２２年７月１５日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人吹割・滝の会

３ 代表者の氏名 桑原道良

４ 主たる事務所の所在地 沼田市利根町追貝１番地１

５ 定款に記載された目的 この法人は、国指定の名勝天然記念物吹割の滝、及びその周辺に対して、整備、美化

に関する事業を実施し、かつこの地域に関心をもつ不特定者を対象として交通情報、地域の情報の提供、物産の

紹介、販売等の事業を行うことによって地域の活性化に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化部ＮＰ

Ｏ・ボランティア推進課において縦覧に供する。
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平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２２年７月１５日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ＥＭネット群馬

３ 代表者の氏名 宮田宏

４ 主たる事務所の所在地 高崎市倉賀野町字中里前４７４８番地７

５ 定款に記載された目的 この法人は、一般市民に対して、農業、環境、健康への有用微生物群活用技術に関す

る情報収集発信、人材育成、流通支援の事業をおこない、人をはじめすべてのいのちを大切にした蘇生循環型社

会づくりに寄与することを目的とする。

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第６５条第２項の規定により、次のとおり宅地建物取引業者の

業務の全部の停止を命じた。

平成２２年８月３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 被処分者

(1) 商号 プランニング大地株式会社

(2) 代表者 松村元雄

(3) 主たる事務所 伊勢崎市太田町５６４番地１

(4) 免許証番号 群馬県知事(2)第６５３０号

２ 処分年月日 平成２２年７月１３日

３ 業務停止期間 平成２２年８月９日から同月２４日までの１６日間

正 誤■

○訓令甲正誤

平成２２年３月３１日群馬県訓令甲第２号（群馬県文書管理規程の一部を改正する訓令）

発行番号 ページ 欄 行 誤 正

号外第９号 ３ 上欄 １３ 保 存 文 書 」 保 存 文 書 に 」

１４ 完 結 文 書 」 完 結 文 書 に 」
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